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関係者  各位                    

  

2017 もてぎロードレース選手権 

特別規則書の変更および訂正 
 

 

■ 標記の件につき、下記の通り訂正する。 

ST600 / ST600 インタークラス参加資格の表記 
該当条文） 第 1章 第 6条 第１項 開催日程・種目・周回数 

 

訂正前） I / N 

↓ 

訂正後） I / N / F    補足）フレッシュマンライセンスを追記 

 

 

■ 表記の件につき、下記の通り変更する。 

 
１）  2017ツインリンクもてぎロードレース車両規則基本仕様 コントロールレバー 

該当条文） 第 2章 第 36条 ～１０）コントロールレバー ① 

変更前） ・・・（このボールの直径は最低１９ｍｍ）でなくてはならない。 

  ↓ 

変更後） ・・・（このボールの直径は最低１６ｍｍ）でなくてはならない。 

 

 

２）  スーパープロダクションクラス買取規定 
該当条文） 第 2章車両規則 第 39条 ～4）買取規定 

 

 

変更前） 国産車両  １４０万円以内 

  外国産車両  ３００万円以内 

↓ 

 

変更後） 国産車両 ３００万円以内 

  外国産車両 ３００万円以内 
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